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LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024について

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用
会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」
を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドに
LSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの
正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。 ※評価基準日：2023年12月末時点

日経平均高配当利回り株ファンド
追加型投信／国内／株式

■設定・運用は

当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024
（LSEG Lipper Fund Awards Japan 2024）

株式型 日本 インカム （評価期間3年）

ファンドは、NISAの成長投資枠およびつみたて投資枠の対象です。

※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。



日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資します。

＜日経平均株価とは＞

 日本経済新聞社が東京証券取引所プライム市場に上場する1,600社以上の中から２２５社を
選定し、その株価から算出しています。

 １９５０年から算出されている日本を代表する株価指標です。

 選定される２２５社は日本を代表する企業であり、日本の顔ともいえます。
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・【本資料に関するご注意事項等】を必ずご覧ください。 ・本資料は日経平均高配当利回り株ファンドの概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リ
スク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。 ・過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であ
り、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

＜高配当とは＞

 高配当株（銘柄）と呼ばれ、一般に配当利回りの高い株式（銘柄）のことをいいます。

 高配当の企業は、安定した収益基盤、株主への高い利益還元姿勢などの特徴がみられます。

（期間：2018年11月9日～2024年2月29日）
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・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
・詳細はファンドの特色をご覧ください。

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりで運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。



ファンドの目的・特色

ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

特色1 わが国の株式を主要投資対象とします。
 主として、日経平均株価に採用されている企業の株式に投資を行います。
 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

特色2 主として、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位３０銘柄に投資を行います。
 投資にあたっては、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定します。
 信用リスク懸念や無配懸念があると委託会社が判断した銘柄は、投資対象銘柄から除外することがあります。

また、当該銘柄を保有している場合は売却し、保有銘柄数は３０を下回ることがあります。
 原則として６・１２月にリバランス（組入銘柄の入替えと組入比率の調整）を行います。

分配金額の決定にあたっては、配当収入（経費控除後）の水準を勘案します。

ファンドの特色

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

- ２ -

日経平均株価とは、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により
算出、公表される株価指数です。
当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場
動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本
経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

特色3 年２回の決算時（６・１２月の各１５日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合

には、分配を行わないことがあります。
※分配対象収益とは、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等をいいます。

※分配金額の決定にあたっては、予想配当利回りを用いて配当収入を計算します。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

・日経平均株価採用銘柄の変更が判明している場合は、変更後の採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選択します。
・組入れた30銘柄は原則、次回リバランス時まで保有します。

投資リスク

基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動等により上下します。また、組入有価
証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財
産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証
されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と
異なります。主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。上記は主なリスクであり、これらに限定さ
れるものではありません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの費用

◎お客さまが直接的に負担する費用

【購入時手数料】 購入価額に対して、上限2.20％(税抜 2.00％)
販売会社が定めます。くわしくは、販売会社にご確認ください。

【信託財産留保額】 ありません。

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

【運用管理費用（信託報酬）】 日々の純資産総額に対して、年率0.693％（税抜 年率0.63％）をかけた額
【その他の費用・手数料】 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※ 運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから
支払われます。

※ ファンドの費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。



 本資料は三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託を
ご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
 本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関

でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

本資料に関するご注意事項等

販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで （2024年3月18日現在）

FP24-00575- ３ -

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。

商号
日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資顧問業

協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者　マネッ

クス証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○ ○

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ ○

ａｕカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者　株式

会社ＳＢＩ証券）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者　マ

ネックス証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社鹿児島銀行（委託金融商品取引業者　九州Ｆ

Ｇ証券株式会社）

登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○

木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○

京銀証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第392号 ○

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社京都銀行（委託金融商品取引業者　京銀証券

株式会社）

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社三十三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○

静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号　 ○

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

株式会社肥後銀行（委託金融商品取引業者　九州ＦＧ

証券株式会社）

登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（インターネット専用） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

山和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第190号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

大阪信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第45号

大田原信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第219号

北群馬信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第233号

岐阜信用金庫 * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号 ○

神戸信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号

玉島信用金庫 * 登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号

長野信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号 ○

福岡ひびき信用金庫 * 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号 ○

登録番号等


